
 

 

令和７年和泉市教育委員会第４回定例会 

 

日 時：令和７年４月１７日（木） 午後３時００分から 

場 所：和泉市役所３階 ３Ａ・３Ｂ会議室 

 

１．開 会 

 

２．職員紹介 

 

３．会議録署名委員の指名について 

 

４．教育長の報告 

 

５．審議事項  

議案第２４号 和泉市スポーツ推進委員の解職について 

 

６. 報告事項 

（１）和泉市久保惣記念美術館美術品収集評価要綱の制定について 

 

７. 情報提供 

（１）令和７年和泉市議会第１回定例会における議決審議の結果等について 

 

８. その他 

 

９. 閉会 



教育長の報告（令和７年３月２７日～４月１６日） 

 

３月２７日（木）  セネガル共和国駐日特命全権大使来庁（市長公室） 

第１３回富秋中学校区学校開校準備委員会（人権文化センター） 

 

３月３０日（土）  みどり女声コーラス創立５０周年記念リサイタル 

          （和泉シティプラザ 弥生の風ホール） 

 

３月３１日（月）  和泉市職員退職辞令交付式（市役所） 

          転任校長辞令交付式等（市役所） 

          退職校長等感謝状贈呈式（市役所） 

          新任校長等訓示式（市役所） 

 

４月１日（火）   転入教職員着任・訓示式（市役所） 

          和泉市職員人事異動発令・和泉市新規採用職員辞令交付式（市役所） 

          小中学校新規採用教職員採用辞令交付式（市役所） 

 

４月２日（水）   令和７年度教育委員会事務局会議（市役所） 

          大阪府教育庁・大阪府教育センター訪問 

 

４月４日（金）   令和７年度市町村教育委員会教育長会議（アウィーナ大阪） 

 

４月５日（土）   信太山駐屯地観桜会（陸上自衛隊信太山駐屯地内） 

 

４月６日（日）   大阪・関西万博テストラン（大阪 夢洲） 

 

４月７日（月）   民間保育所連絡協議会 園長会（市役所） 

 

４月８日（火）   令和７年度第１回校園長会議（市役所） 

 

４月９日（木）   令和７年度第１回教頭会議（市役所） 

          私立幼稚園連合会 新年度の挨拶（教育長室） 

 

４月１０日（木）  国勢調査実施本部会議（市役所） 

          和泉警察署訪問 

 

４月１１日（金）  和泉テクノＦＣ、株式会社Ｆ.Ｃ.Ｅ Ｇroup 表敬訪問（庁議室） 

          日本酪農協同株式会社 表敬訪問（教育長室） 

          大阪府都市教育長協議会令和７年度総会・４月定例会（アウィーナ大阪） 

 

４月１３日（日）  令和７年度和泉市こども会育成連絡協議会 総会（コミュニティセンター） 

 

４月１５日（火）  セネガル共和国 産業・通商大臣、駐日特命全権大使 表敬訪問（市長公室） 



議案第２４号 

 

   和泉市スポーツ推進委員の解職について 

 

  

本人からの申し出に基づき、和泉市スポーツ推進委員の解職を行う。 

 

  令和７年４月１７日提出 

 

和泉市教育委員会教育長    大槻 亮志   

 

 

職を解く者 氏 名 坂口 裕誠 

      任 期 令和６年４月１日から令和８年３月３１日 

      解職日 令和７年４月３０日 

 

 

理 由  

スポーツ基本法における目的達成のため、和泉市スポーツ推進委員規則第１条の２に基づき、スポーツ推進委員を委嘱し

ているが、上記の者から辞職願の提出があったため、スポーツ推進委員の委嘱を解く必要がある。 

 これが、議案を提出する理由である。 

 

 

 

 



参考条文  

 

〇スポーツ基本法 

（目的） 

第 1条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を

明らかにするとともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和

ある発展に寄与することを目的とする。 

 

○和泉市スポーツ推進委員規則（一部抜粋） 

(委嘱) 

第 1 条の 2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに

必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。 

 

○和泉市教育委員会の事務委任等に関する規則（一部抜粋） 

第 2 条 教育委員会は、法第 25 条第 2 項に定めるもののほか次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長

に委任する。 

(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。 

(2) 重要な教育財産の取得及び処分の手続に関すること。 

(3) 教育内容の方針に関すること。 

(4) 教科用図書の採択に関すること。 

(5) 社会教育委員等の個別の法律に定めのある委員の任免に関すること。 

(6) 請願及び訴訟に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が重要と認める事項 

 

※法とは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」をいう。 



議案第24号別紙

○職を解く者

氏名 経歴等

1 坂口　裕誠 大学生、野球経験者

○任期中の者

氏名 経歴等 備考 2025年4月1日
時点経験年数

1 飯田　浩司 水泳経験者、水泳指導経験者 再任 4年

2 岸脇　直子 陸上競技経験者 再任 6年

氏名 経歴等 備考 2025年4月1日
時点経験年数

1 金谷　忠男 陸上競技経験者 再任 43年

2 西川　信哉 野球等競技経験者 再任 39年

3 高井　政雄 野球、陸上等経験者、子ども会等活動経験 再任 33年

4 河原　千恵子 バレーボール、バドミントン等経験者 再任 33年

5 藤原　健太郎 陸上競技経験者 再任 33年

6 北野　幸子 スポーツ教室講師 再任 33年

7 上杉　憲二 陸上競技経験者 再任 30年

8 北根　吉夫 陸上競技経験者 再任 29年

9 瀬口　裕巳 バレーボール等競技経験者 再任 29年

10 山中　政子 バレーボール競技経験者 再任 29年

11 鈴木　守 陸上競技経験者 再任 28年

12 池田　功 陸上競技経験者 再任 27年

13 道岡　みどり 陸上競技経験者 再任 26年

14 庄司　昌規 陸上競技経験者 再任 25年

15 石戸　さゆり 陸上競技経験者 再任 23年

16 橋本　すず代 元保育士、元体育指導員 再任 21年

17 藤原　達也 体育大学卒業 再任 21年

18 山本　紀子 陸上競技経験者 再任 20年

19 芝　　真宏 陸上競技経験者 再任 17年

20 山尾　幸弘 スポーツ団体運営者 再任 16年

21 増井　由起子 バレーボール、インディアカ経験者 再任 14年

22 上田　艶子 創作ダンス経験者 再任 11年

23 平松　直記 陸上競技経験者 再任 11年

24 須藤　美紀 スポーツボランティア経験者 再任 11年

25 中尾　忠史 スポーツボランティア経験者 再任 11年

26 横田　武 陸上競技経験者 再任 11年

27 芝山　賢次 保健体育科教諭資格所有 再任 10年

28 平田　昌弘 キックベースボール指導経験者 再任 5年

29 藤浦　均 和泉市ソフトボール連盟所属、ソフトボール審判員・記録員保持者 再任 3年

30 松岡　俊男 ハンドボール・柔道・剣道経験者 再任 3年

31 西森　俊介 小学校教員 再任 3年

32 芦田　三雄 和泉市ディスコン協会所属、大阪府ディスコン協会登録 再任 3年

33 栫　久巳 元中学校教員、陸上競技経験者 再任 3年

34 山東　悟 陸上競技経験者 再任 1年

35 楠本　順司 卓球、テニス経験者 再任 1年

36 中井　洋孝 バスケットボール、ボクシング経験者 再任 1年

37 吉田　菜々 陸上競技経験者 再任 1年

和泉市スポーツ推進委員　名簿

～参考～

任期：令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

任期：令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで



 

 

和泉市久保惣記念美術館美術品収集評価要綱の制定について 

 

久保惣記念美術館 

 

 

１． 制定理由 

これまで、美術品の収集にあたっては、平成 24年に定めた和泉市久保惣記念

美術館収蔵品価格評価要綱に基づき、外部有識者による価格評価を経て、美術品

を収集してきたところであるが、より適正な美術品の収集に向けて、価格評価に

加え、学術的価値を評価することとする新たな和泉市久保惣記念美術館美術品

収集評価要綱を制定するもの。 

※和泉市久保惣記念美術館収蔵品価格評価要綱は廃止 

 

２． 要綱の概要 

  

 項目 規定内容 

第１条 趣旨 
美術品収集について、学術的価値及び適正価格を評価

するために必要な事項を定める 

第２条 
学術的価値

の評価 

２名以上の収集協議員が学術的価値の評価を行い、全

ての収集協議員が可の評価を行った美術品を収集の対

象とする 

第３条 価格の評価 

収集対象とした美術品について、２名以上の価格評価

員が評価額を算定し、評価額の平均額が見積額を上回

った美術品を購入の対象とする 

第４条 
兼務の禁止

等 

収集協議員と価格評価員とは兼ねることができず、

個々に独立して評価する 

 

 

３． 施行期日 

 令和７年４月１日 

 

報告事項１ 



和泉市教育委員会訓令第５号 

 

和泉市久保惣記念美術館美術品収集評価要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、和泉市久保惣記念美術館の美術品収集について、その学術

的価値及び適正価格を評価するために必要な事項を定める。 

 （学術的価値の評価） 

第２条 美術品を収集するときは、利害関係を有しない２名以上の収集協議員が

学術的価値を評価するものとする。 

２ 収集協議員は、美術品の学術的価値の評価について知識又は経験を有する

ものから選出するものとする。 

３ 収集協議員は、美術品の収集の可否を学術的価値評価表（様式第１号）によ

り報告するものとする。 

４ 全ての収集協議員が可の評価を行った美術品を収集の対象とするものとす

る。 

 （価格の評価） 

第３条 前条の規定により収集対象となった美術品について、利害関係を有し

ない２名以上の価格評価員が価格を評価するものとする。 

２ 価格評価員は、美術品の価格の評価について知識又は経験を有するものか

ら選出するものとする。 

３ 価格評価員は、美術品の評価額を価格評価表（様式第２号）により報告する

ものとする。 

４ 価格評価員による評価額の平均額が見積額を上回った美術品を購入の対象

とするものとする。 

 （兼務の禁止等） 

第４条 収集協議員と価格評価員とは兼ねることができない。 

２ 収集協議員と価格評価員とは、個々に独立して美術品の学術的価値又は価

格の評価を実施するものとする。 

３ 収集しようとする美術品に関する情報を事前に収集協議員及び価格評価員

に提供しないものとする。 

 （補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ 本要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （和泉市久保惣記念美術館収蔵品価格評価要綱の廃止） 

２ 和泉市久保惣記念美術館収蔵品価格評価要綱（平成２４年６月８日施行）は、

廃止する。 

  



 

様式第１号 

 

学術的価値評価表 

 

 

    

作品名   

作者   

時代   

形状/員数   

法量   

収集の可否 

（いずれかに○をお願いします） 
可       否 

総評 

 

評価日 

署名又は押印 

 

年 月 日 

 



 

   

 

 

様式第２号 

    

価格評価表 
 

    

作品名   

作者   

時代   

形状/員数   

法量   

評価額   

評価日 

署名又は押印 

 

年 月 日 
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